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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第72期
第３四半期
連結累計期間

第73期
第３四半期
連結累計期間

第72期
第３四半期
連結会計期間

第73期
第３四半期
連結会計期間

第72期

会計期間

自平成21年
１月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
１月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
１月１日
至平成21年
12月31日

営業収益 （百万円） 45,508 45,257 16,737 16,648 62,785

経常損失（△） （百万円） △5,271 △2,295 △1,015 △51 △2,891

四半期（当期）

純損失（△）
（百万円） △9,554 △4,428 △1,251 △317 △8,433

純資産額 （百万円） － － 1,282 △1,771 2,583

総資産額 （百万円） － － 114,089 99,946 97,183

１株当たり純資産額 （円） － － 11.17 △20.20 25.05

１株当たり四半期

（当期）純損失（△）
（円） △101.02 △46.83 △13.23 △3.36 △89.17

潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 0.9 △1.9 2.4

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △11,380 △2,456 － － △14,351

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 903 △3,940 － － 1,284

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 158 △53 － － △117

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） － － 40,792 31,173 37,826

従業員数 （名） － － 7,502 6,664 7,246

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．営業収益には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに当社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金

又は出資金

主要な事業

の内容

議決権の所有

(又は被所有)

割合（％)

関係内容

（連結子会社） 　  　   

KNT(HK)LIMITED
中華人民共和国

香港特別行政区

千香港

ドル

15,500

旅行業 100.0役員の兼務等　兼任１名

　（注）「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（名） 6,664[1,045]

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[　　]内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。

(2）提出会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（名） 3,118　

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

EDINET提出書類

近畿日本ツーリスト株式会社(E04348)

四半期報告書

 3/29



第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

当社グループは、受注生産形態をとらない事業が多く、事業の種類別セグメントごとに生産規模および受注規模を

金額あるいは数量で示すことはしておりません。

このため生産、受注及び販売の状況については、「４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」

における各事業の種類別セグメント業績に関連付けて記載しております。

２【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前連結会計年度の有価証

券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

当社グループは、一昨年からの世界同時不況の影響による法人需要の減退や個人消費の低迷に加え、インフルエン

ザによる影響を大きく受けた結果、前連結会計年度に84億33百万円の当期純損失を計上しております。また、当第３四

半期連結会計期間は、当初の計画どおりではありますが、３億17百万円の四半期純損失を計上した結果、17億71百万円

の債務超過に陥ることとなり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

なお、当該重要事象等を改善するための対応施策等は、「４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析（5）継続企業の前提に関する重要な事象等を改善するための対応策等」に記載しております。

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

当第３四半期連結会計期間の旅行業界は、景気が持ち直しの傾向にあるほか、円高の影響もあり、海外旅行を中心

として旅行需要の回復傾向が現れてまいりました。

このような情勢のもと、当社は中期経営計画に基づき販売構造の革新施策を鋭意進めるとともに、「平城遷都

1300年祭」「上海国際博覧会」といった大型イベント関連需要の獲得に向けて積極的な営業活動を行いました。

個人旅行事業におきましては、不採算店舗の閉鎖をすすめる一方で、Ｗｅｂ販売の拡大に向けて、専用商品の投入

や掲載商品の充実、専門スタッフの配置による要員増強といった施策を展開いたしました。

団体旅行事業におきましては、北海道・九州地区を分社し、より地域に密着した営業を進めるとともに、夏季に需

要が集中する教育旅行市場におけるスポーツ・文化イベントや、海外語学研修等を取り込むべく営業を推進いたし

ました。

一方、費用面では年金制度改革を実施するなど、中期経営計画に掲げた重点施策の推進により諸経費の削減を実

施いたしました。

以上の結果、当第３四半期連結会計期間における当社グループの営業収益は前年同期に比較して0.5％減の166億

48百万円、営業損失は１億44百万円（前年同期　営業損失10億90百万円）、経常損失は51百万円（前年同期　経常損

失10億15百万円）、四半期純損失は３億17百万円（前年同期　四半期純損失12億51百万円）となりました。

事業の種類別セグメントにおける業績は次のとおりであります。

①　旅行業

(イ）概要

　　海外旅行は、円高の影響や上海国際博覧会の取扱いなどもあり、団体旅行、企画旅行共に好調に推移いたし

ました。一方、国内旅行が総じて振るわなかったため、旅行業全体として前年同期と同等に推移いたしました。

また、中期経営計画に掲げた重点施策の推進により、継続して諸経費の削減に努めました。　

　この結果、営業収益は前年同期に比較して0.8％減の164億20百万円、営業利益は20百万円（前年同期　営業損

失９億６百万円）となりました。
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(ロ）営業成績

区分 単位
当第３四半期連結会計期間

平成22年７月から平成22年９月まで
前年同期比（％）

国内旅行 百万円 12,109 △8.3

海外旅行 百万円 6,950 16.0

その他 百万円 1,371 3.2

消去 百万円 (4,011) ─

計 百万円 16,420 △0.8

　（注）１．金額は営業収益であり、消費税等は含まれておりません。

２．国内旅行には、当社、株式会社ＫＮＴツーリスト他国内連結子会社８社が含まれております。

３．海外旅行には、当社、株式会社ＫＮＴツーリスト他国内連結子会社９社、KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS

（U.S.A.),INC.他海外連結子会社12社が含まれております。

②　損害保険業

(イ）概要

損害保険業は、取扱保険料の増加に伴い好調に推移いたしました。

この結果、営業収益は前年同期に比較して22.4％増の２億28百万円、営業利益は前年同期に比較して

184.8％増の37百万円となりました。

(ロ）営業成績

区分 単位
当第３四半期連結会計期間

平成22年７月から平成22年９月まで
前年同期比（％）

損害保険業 百万円 228 22.4

　（注）　金額は営業収益であり、消費税等は含まれておりません。

所在地別セグメントにおける業績は次のとおりであります。

①　日本

旅行業において、海外旅行は団体旅行、企画旅行共に好調に推移しましたが、国内旅行は総じて振るいませんで

した。一方で、諸経費の削減に努めました結果、営業収益は前年同期に比較して0.5％減の155億77百万円、営業損

失は１億21百万円（前年同期　営業損失７億44百万円）となりました。

②　北米

旅行業、損害保険業共に好調に推移し、前年同期を上回ったため、営業収益は前年同期に比較して12.7％増の７

億11百万円、営業利益は84百万円（前年同期　営業損失93百万円）となりました。

③　その他の地域

旅行業において、上海国際博覧会の影響により中国が好調に推移しましたが、欧州、オセアニアは為替の影響に

より大きく減収となりました。一方で、各拠点において諸経費の削減に努めました結果、営業収益は前年同期に比

較して29.4％減の２億82百万円、営業損失は９百万円（前年同期　営業損失１億30百万円）となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は第２四半期連

結会計期間に比較して32億83百万円増加し、311億73百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における営業活動による資金は47億90百万円の増加となりました。また、前年同期と

の比較では89億24百万円の増加となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における投資活動による資金は12億２百万円の減少となりました。また、前年同期と

の比較では48億44百万円の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における財務活動による資金は２百万円の増加となりました。また、前年同期との比

較では２億12百万円の減少となりました。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

該当事項はありません。

(5）継続企業の前提に関する重要な事象等を改善するための対応策等

当社グループは、「２　事業等のリスク」に記載のとおり、当第３四半期連結会計期間において17億71百万円の債

務超過となっておりますが、業界を取り巻く急激な環境変化を踏まえ、販売構造および費用構造の革新を迅速に進

めるための重点施策を盛り込んだ中期経営計画等の推進により、通期の予想では当期純利益の計上を見込んでいる

と共に、資金面においては、近畿日本鉄道株式会社との間で担保設定を行った上で、30億円の限度額貸付契約を締結

していることもあり、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

なお、当該施策の進捗状況は以下のとおりであります。
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①　販売構造の革新

（イ）個人旅行事業

個人旅行事業においては、Ｗｅｂ販売を飛躍的に伸ばし直販比率を高め、収益性を高めることを基本方針

としております。そのために、個人旅行事業全体の戦略立案、実行する機能の強化や、ローコストオペレー

ションを追求してまいります。

（a）個人旅行事業の利益最大化のための総合的かつ抜本的な施策として、赤字店および売上高規模が小さ

く将来性のない店舗を本年度中に70店舗程度閉鎖する計画を推進しております。これに合わせて、商品企画

部門や提携販売部門の地域拠点の縮小、廃止を進めます。これらの部門の要員は、Ｗｅｂ販売部門や首都圏地

域の強化のために再配置するなど、営業利益を創出できる体制に転換してまいります。

なお、今後の店舗においては、大都市圏への大型店の出店を計画する一方、市場性を見極め、さらなる拠点

の見直しを進めてまいります。

（b）Ｗｅｂ販売の拡大においては、専用商品企画要員の配置や掲載商品充実のための施策、またコールセン

ター機能の拡充等、体制強化を図っております。Ｗｅｂ専用商品は３月から本格的な発売を開始し、一段と商

品の質量とも充実させております。こうした施策を進め、平成25年度には取扱高500億円、取扱高全体の13％

程度の規模を目指しています。

（ロ）団体旅行事業

（a）地方中核都市における教育市場、コンベンション市場への地域密着営業の強化

平成22年１月１日付で会社分割により営業を開始した、株式会社近畿日本ツーリスト北海道および株式会

社近畿日本ツーリスト九州は当初の計画どおりに推移しております。

この両社を含めた団体旅行事業においては、全国横断型組織の強みを最大限に活かし、教育市場、コンベン

ション市場での拡大を図ります。

（b）成長分野として強化しているＭＩＣＥ市場（「ＭＩＣＥ」Ｍ:会議 Ｉ:報奨 Ｃ：大会 Ｅ：展示会・

博覧会）においては、大型イベント関連需要の獲得に向けて、平成22年度は上海国際博覧会、FIFAワールド

カップ南アフリカ大会、平城遷都1300年祭等で目標の取扱高70億円を概ね達成する見込みです。また、平成23

年度実施の大遠忌法要においては、80億円の取扱高目標に向けて、全国的な営業活動を継続しております。同

時に、観光庁の施策にも取上げられておりますスポーツビジネスの強化を進め、新たな収益源を開発してま

いります。

（ハ）グローバル事業

（a）中国・アジアでの発ビジネスの強化

成長領域のひとつであるグローバル市場について、最優先地区であるアジアにおいて、昨年９月の韓国に

続き、５月にタイ、６月に香港での現地法人を設立いたしました。また中国においては、４月１日に近畿国際

旅行社（中国）有限公司の上海支店を開設いたしました。

今後は成長著しい中国市場の拡大を最重要課題と位置付け、現地での営業強化と日本での受入体制を並行

して進めてまいります。

②　費用構造の革新

（イ）売上原価の見直し

（a）パンフレットの部数、種類の絞込み

一部デジタルパンフレット化を採用すると共に、パンフレットの印刷部数を徹底管理することにより売上

原価の削減を図ります。

（ロ）固定的費用の見直し

（a）要員規模の適正化

退職日を平成21年10月31日とした希望退職者の募集を実施いたしました結果、平成22年度においては、約

12億円の人件費削減効果を見込んでおります。

（b）年金制度の改革

企業年金制度の給付水準の引下げを厚生労働省から認可を受け、６月１日付で制度を改定いたしました。

これにより、平年度ベースで約20億円の費用が削減されます。

以上の中期経営計画に掲げた重点施策等の推進により収支の改善を図り、旅行需要の動向に大きく左右さ

れることなく安定的な利益を創出する体制を構築し、平成22年度は14億円、平成23年度は27億円、平成24年度

は41億円、平成25年度には54億円の連結営業利益を計上することを目標としております。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重

要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 240,000,000

計 240,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
（平成22年９月30日）

提出日現在
発行数(株)

（平成22年11月12日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 96,175,121 96,175,121

東京証券取引所

大阪証券取引所

両市場第一部

単元株式数

1,000株

計 96,175,121 96,175,121 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成22年７月１日～

平成22年９月30日
－ 96,175,121 － 7,579 － 3,205

（６）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成22年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】 　

　 平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式  　　 79,000
－

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式

（相互保有株式）

普通株式　  3,803,000
－ 同上

完全議決権株式（その他） 普通株式   91,356,000 91,356 同上

単元未満株式 普通株式 　　 937,121 － 同上

発行済株式総数 96,175,121 － －

総株主の議決権 － 91,356 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式3,000株（議決権３個）が含まれてお

ります。

２．「単元未満株式」の欄には当社所有の自己株式122株および株式会社箱根高原ホテル所有の相互保有株式921

株が含まれております。

②【自己株式等】

　 平成22年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合（％）

（自己保有株式）

近畿日本ツーリスト

株式会社

東京都千代田区

神田松永町19番の２
79,000 ─ 79,000 0.08

（相互保有株式）

株式会社箱根高原ホテル

神奈川県足柄下郡

箱根町元箱根164番地
2,203,000 ─ 2,203,000 2.29

北交大和タクシー

株式会社

福岡県北九州市戸畑区

天神１丁目１番24号
1,600,000 ─ 1,600,000 1.66

計 － 3,882,000 ─ 3,882,000 4.03
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 80 74 90 103 98 87 83 83 82

最低（円） 72 67 70 85 76 77 75 76 77

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役
（非常勤）

─ 常務取締役

提携販売事業本部カンパ

ニー・国内旅行商品事業本

部・海外旅行商品事業本部

・地域振興事業部担当

斎藤　彰英 平成22年10月１日

取締役

団体旅行事業本部カンパ

ニー・商事販売事業部・地

域振興事業部担当、国内旅行

部長

取締役
団体旅行事業本部カンパ

ニー・商事販売事業部担当、

国内旅行部長

市井　正之 平成22年10月１日

取締役

経営戦略本部・提携販売事

業本部カンパニー・ｅビジ

ネス事業本部カンパニー・

国内旅行商品事業本部・海

外旅行商品事業本部・情報

セキュリティ担当

取締役
経営戦略本部・ｅビジネス

事業本部カンパニー・情報

セキュリティ担当

野中　雅彦 平成22年10月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）および前第３四半期連結累計期

間（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連

結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）および当第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日

から平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）および前第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表については、あずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第３四半期連結会計期間（平成

22年７月１日から平成22年９月30日まで）および当第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月

30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。

なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人と

なっております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 31,472 28,683

預け金 1,500 10,000

受取手形及び営業未収金 18,017 16,485

商品 18 19

団体前払金 14,896 10,192

その他 10,825 9,134

貸倒引当金 △56 △53

流動資産合計 76,674 74,461

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1, ※2
 1,811

※1
 2,077

土地 ※2
 4,248 4,249

その他（純額） ※1
 567

※1
 757

有形固定資産合計 6,626 7,084

無形固定資産

のれん 408 580

その他 4,724 3,214

無形固定資産合計 5,132 3,794

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 3,302 3,638

その他 8,857 8,877

貸倒引当金 △647 △672

投資その他の資産合計 11,512 11,843

固定資産合計 23,272 22,722

資産合計 99,946 97,183
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 10,516 10,784

短期借入金 11 60

未払金 2,902 3,983

未払法人税等 187 209

預り金 21,360 19,050

未精算旅行券 37,028 37,274

団体前受金 18,568 12,262

賞与引当金 1,075 217

その他 3,736 2,911

流動負債合計 95,387 86,752

固定負債

退職給付引当金 1,187 561

旅行券等引換引当金 1,510 2,017

その他 3,632 5,269

固定負債合計 6,330 7,847

負債合計 101,718 94,600

純資産の部

株主資本

資本金 7,579 7,579

資本剰余金 4,930 4,930

利益剰余金 △14,446 △10,017

自己株式 △159 △158

株主資本合計 △2,095 2,333

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 337 △90

繰延ヘッジ損益 △310 131

為替換算調整勘定 158 △5

評価・換算差額等合計 185 35

少数株主持分 137 214

純資産合計 △1,771 2,583

負債純資産合計 99,946 97,183
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

営業収益 45,508 45,257

営業費用 ※1
 51,042

※1
 47,509

営業損失（△） △5,534 △2,252

営業外収益

受取利息 282 169

受取配当金 51 23

持分法による投資利益 － 11

助成金収入 － 92

その他 37 48

営業外収益合計 371 345

営業外費用

支払利息 72 95

持分法による投資損失 11 －

為替差損 12 282

その他 12 11

営業外費用合計 108 389

経常損失（△） △5,271 △2,295

特別利益

退職給付制度改定益 － ※3
 6,407

関係会社株式売却益 60 －

固定資産売却益 5 0

その他 － 48

特別利益合計 65 6,455

特別損失

退職給付制度終了損 － ※4
 7,230

訴訟和解金 ※2
 789 －

特別退職金 708 －

投資有価証券評価損 － 584

店舗閉鎖損失 － ※5
 255

固定資産除却損 95 67

減損損失 － 66

その他 140 292

特別損失合計 1,735 8,498

税金等調整前四半期純損失（△） △6,940 △4,338

法人税、住民税及び事業税 200 229

法人税等調整額 2,507 △62

法人税等合計 2,708 167

少数株主損失（△） △94 △77

四半期純損失（△） △9,554 △4,428
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

営業収益 16,737 16,648

営業費用 ※1
 17,827

※1
 16,793

営業損失（△） △1,090 △144

営業外収益

受取利息 89 55

受取配当金 1 0

持分法による投資利益 － 18

為替差益 32 44

その他 5 15

営業外収益合計 128 135

営業外費用

支払利息 25 43

持分法による投資損失 19 －

その他 8 －

営業外費用合計 54 43

経常損失（△） △1,015 △51

特別利益

退職給付制度改定益 － △60

関係会社株式売却益 60 －

固定資産売却益 5 0

その他 － 12

特別利益合計 65 △47

特別損失

退職給付制度終了損 － 59

特別退職金 708 －

投資有価証券評価損 － 17

店舗閉鎖損失 － ※2
 63

固定資産除却損 18 8

減損損失 － △35

その他 11 △1

特別損失合計 739 112

税金等調整前四半期純損失（△） △1,689 △211

法人税、住民税及び事業税 72 43

法人税等調整額 △476 93

法人税等合計 △403 136

少数株主損失（△） △34 △30

四半期純損失（△） △1,251 △317
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △6,940 △4,338

減価償却費 1,541 1,306

のれん償却額 172 172

貸倒引当金の増減額（△は減少） 96 △22

賞与引当金の増減額（△は減少） △204 861

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22 632

旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） △593 △506

受取利息及び受取配当金 △334 △192

支払利息 72 95

売上債権の増減額（△は増加） △1,625 △3,237

仕入債務の増減額（△は減少） 1,880 △387

未払金の増減額（△は減少） △1,906 △839

退職給付制度変更による未払金の増減額（△は
減少）

△3,291 △1,708

預り金の増減額（△は減少） △535 2,315

団体前受金の増減額（△は減少） 6,738 6,339

団体前払金の増減額（△は増加） △6,215 △4,724

退職給付制度改定益 － △6,407

退職給付制度終了損 － 7,230

店舗閉鎖損失 － 255

その他 △35 623

小計 △11,158 △2,532

利息及び配当金の受取額 447 260

利息の支払額 △72 △95

法人税等の支払額 △597 △89

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,380 △2,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △825 △1,644

定期預金の払戻による収入 349 697

固定資産の取得による支出 △1,689 △2,565

長期貸付けによる支出 △86 △87

長期貸付金の回収による収入 86 103

供託金の支払による支出 － △867

供託金の返還による収入 463 0

差入保証金の差入による支出 △248 △227

差入保証金の回収による収入 471 629

関係会社株式の売却による収入 2,370 20

その他 12 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 903 △3,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 177 △49

その他 △18 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 158 △53

現金及び現金同等物に係る換算差額 △194 △202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,513 △6,653

現金及び現金同等物の期首残高 51,305 37,826

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 40,792

※
 31,173
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更 （1）連結の範囲の変更

KNT(HK)LIMITEDは新規設立により、当第３四半期連結会計期間から連結

の範囲に含めております。

（2）変更後の連結子会社の数

31社

２．持分法の適用に関する事項の変更 （1）持分法適用関連会社の変更

KNT TRAVEL(THAILAND)CO.,LTD.は新規設立により、当第２四半期連結会

計期間から持分法適用関連会社に含めております。

蔵王中央ロープウェイ株式会社は当社が所有する株式をすべて売却した

ことにより、持分法適用の範囲から除外しております。

（2）変更後の持分法適用関連会社の数

５社

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

１．固定資産の減価償却費の算定方法 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっております。

２．一般債権の貸倒見積高の算定方法 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定し

たものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において

算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算

定しております。

３．繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経

営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるた

め、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。

４．税金費用の計算 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項

目を重要なものに限定する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、5,504百万円であ

ります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、5,614百万円であ

ります。

※２．担保資産

担保に供されている資産で、企業集団の事業の運営

において重要なものであり、かつ、前連結会計年度の末

日に比べて著しい変動が認められるものは、次のとお

りであります。

建物 677百万円
土地 3,169百万円
投資有価証券 1,983百万円
合計 5,831百万円

２．　　　　　　　　――――――

３．保証債務

下記取引先のリース債務に対し、債務保証を行って

おります。

保証先 保証額

近畿日本ツーリスト協定旅館 14百万円

合計 14百万円

３．保証債務

下記会社に対する金融機関等の保証に対し、保証書

を差し入れしております。

保証先 保証額
蔵王中央ロープウェイ
株式会社

14百万円

合計 14百万円

下記取引先のリース債務に対し、債務保証を行って

おります。

保証先 保証額

近畿日本ツーリスト協定旅館 19百万円

合計 19百万円
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（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

※１．営業費用のうち主要な費目および金額は次のとおり

であります。

給料手当等 24,113百万円

退職給付費用

販売諸経費

3,195

10,785
　

貸倒引当金繰入額 100　

※１．営業費用のうち主要な費目および金額は次のとおり

であります。

給料手当等 23,354百万円

退職給付費用

販売諸経費

2,297

9,885
　

※２．訴訟和解金は、前連結会計年度末に偶発債務として

開示していました提訴に関して、平成21年６月８日に

和解が成立したことにより生じたものであります。

２．　　　　　　　　――――――

３．　　　　　　　　―――――― ※３．退職給付制度改定益は、企業年金基金制度の給付水

準の引下げによるもので、その内訳は次のとおりであ

ります。

退職給付債務の減少額 8,167百万円

会計基準変更時差異の処理額 △1,120　

未認識数理計算上の差異の処理額 △1,362　

未認識過去勤務債務の処理額 721　

４．　　　　　　　　―――――― ※４．退職給付制度終了損は、特別一時金を選択した年金

受給者等への支払いにともなう退職給付制度の一部終

了によるものであります。

５．　　　　　　　　―――――― ※５．店舗閉鎖損失の主な内訳は次のとおりであります。

違約金等 234百万円

原状回復費用

固定資産除却損

14

7
　

　

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

※１．営業費用のうち主要な費目および金額は次のとおり

であります。

給料手当等 8,220百万円

退職給付費用

販売諸経費

1,066

4,203
　

貸倒引当金繰入額 22　

※１．営業費用のうち主要な費目および金額は次のとおり

であります。

給料手当等 8,335百万円

退職給付費用

販売諸経費

433

4,076
　

２．　　　　　　　　―――――― ※２．店舗閉鎖損失の主な内訳は次のとおりであります。

違約金等 63百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年９月30日現在）

　 (百万円)

現金及び預金勘定 28,731

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △938

預け金 13,000

現金及び現金同等物 40,792

 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年９月30日現在）

　 (百万円)

現金及び預金勘定 31,472

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,799

預け金 1,500

現金及び現金同等物 31,173

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）および当第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　

至　平成22年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 96,175千株
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２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 1,611千株

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

 
旅行業
（百万円）

損害保険業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

営業収益      

(1）外部顧客に対する営業収益 16,550 186 16,737 － 16,737

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高
－ － － － －

計 16,550 186 16,737 － 16,737

営業利益又は営業損失（△） △906 13 △893 (196) △1,090

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

 
旅行業
（百万円）

損害保険業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

営業収益      

(1）外部顧客に対する営業収益 16,420 228 16,648 － 16,648

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高
－ － － － －

計 16,420 228 16,648 － 16,648

営業利益又は営業損失（△） 20 37 58 (202) △144

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年９月30日）

 
旅行業
（百万円）

損害保険業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

営業収益      

(1）外部顧客に対する営業収益 44,697 810 45,508 － 45,508

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高
－ － － － －

計 44,697 810 45,508 － 45,508

営業利益又は営業損失（△） △5,118 175 △4,943 (591) △5,534
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当第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

 
旅行業
（百万円）

損害保険業
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

営業収益      

(1）外部顧客に対する営業収益 44,371 885 45,257 － 45,257

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高
－ － － － －

計 44,371 885 45,257 － 45,257

営業利益又は営業損失（△） △1,765 129 △1,636 (616) △2,252

　（注）事業区分は、事業の種類・性質の類似性等の観点から２つに区分しております。

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）

その他
の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

営業収益       

(1）外部顧客に対する営業収益 15,663 790 283 16,737 － 16,737

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高
△6 △158 116 △49 49 －

計 15,656 631 400 16,687 49 16,737

営業損失（△） △744 △93 △130 △967 (122) △1,090

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）

その他
の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

営業収益       

(1）外部顧客に対する営業収益 15,609 870 168 16,648 － 16,648

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高
△32 △158 113 △77 77 －

計 15,577 711 282 16,571 77 16,648

営業利益又は営業損失（△） △121 84 △9 △46 (97) △144
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前第３四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年９月30日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）

その他
の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

営業収益       

(1）外部顧客に対する営業収益 42,039 2,667 800 45,508 － 45,508

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高
△314 △203 420 △97 97 －

計 41,725 2,464 1,220 45,410 97 45,508

営業利益又は営業損失（△） △4,934 69 △242 △5,107 (426) △5,534

当第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

 
日本

（百万円）
北米

（百万円）

その他
の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去
又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

営業収益       

(1）外部顧客に対する営業収益 41,802 2,631 823 45,257 － 45,257

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高
△267 △142 352 △57 57 －

計 41,535 2,488 1,176 45,199 57 45,257

営業利益又は営業損失（△） △1,986 200 14 △1,771 (480) △2,252

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．本国以外の区分に属する主な国又は地域

北米　　　　………米国、カナダ、バミューダ

その他の地域………オセアニア、ヨーロッパ、ミクロネシア、中国、韓国

３．第１四半期連結会計期間から、KNT KOREA,INC.の新規設立に伴い、その他の地域の区分には、韓国が加わ

っております。

【海外営業収益】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）および当第３四半期連結会計期間

（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

海外営業収益は連結営業収益の10％未満のため、記載を省略しております。

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年９月30日）および当第３四半期連結累計期間

（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

海外営業収益は連結営業収益の10％未満のため、記載を省略しております。

（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

その他有価証券で時価のあるものについては、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められないため

記載しておりません。

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

当社グループが利用しているデリバティブ取引については、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認め

られないため記載しておりません。
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（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

１株当たり純資産額 △20.20円 １株当たり純資産額 25.05円

２．１株当たり四半期純損失金額等

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純損失 101.02円 １株当たり四半期純損失 46.83円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純損失（△）（百万円） △9,554 △4,428

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（△）（百万円） △9,554 △4,428

普通株式の期中平均株式数（株） 94,580,079 94,566,261

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純損失 13.23円 １株当たり四半期純損失 3.36円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

四半期純損失（△）（百万円） △1,251 △317

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失（△）（百万円） △1,251 △317

普通株式の期中平均株式数（株） 94,575,470 94,564,155
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（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。

２【その他】

当社は、平成21年10月１日、株式会社オンテックスから、旅行券積立購入プラン「旅したく」の代金および約定サー

ビス額約702百万円について支払いを求める訴を提起され、現在係争中であります。

相手方は、「当社の元社員が当社在職中および当社退職後に、＜旅したく＞を悪用した詐欺行為を行い、損害を受け

た」旨主張しておりますが、相手方には重大な過失がありますので、当社には法律上の責任はない、と考えておりま

す。また、元社員の行為は、当社の管理義務の範囲を超えており、相手方が原資を出捐したことについても、疑問があり

ます。

したがって、この訴訟は不当な訴訟であり、法律上、当社には、代金返還義務も損害賠償義務も、ないものでありま

す。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 　

平成21年11月13日

近畿日本ツーリスト株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 三　浦　　洋　輔　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 乾　　　　一　良　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 森　居　　達　郎　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている近畿日本ツーリス

ト株式会社の平成21年1月1日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年7月1日から

平成21年9月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年1月1日から平成21年9月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、近畿日本ツーリスト株式会社及び連結子会社の平成21年9月30日現在の財

政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年11月12日

近畿日本ツーリスト株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 三　浦　　洋　輔　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 乾　　　　一　良　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柳　沼　　聖　一　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている近畿日本ツーリス

ト株式会社の平成22年1月1日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年7月1日から

平成22年9月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年1月1日から平成22年9月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、近畿日本ツーリスト株式会社及び連結子会社の平成22年9月30日現在の財

政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の経営成績並びに第3四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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